
◆セミナー参加費：3,000円 ※弊所顧問先様は無料です。 

◆日時 :  2013年 6 月 14 日（金）18時30分～20時40分（受付開始18時00分～）※終了後、懇親会を予定しております。 

◆会場 :  大阪産業創造館6F 会議室AB 大阪市中央区本町1－4－5（地下鉄「中央線」、「堺筋線」堺筋本町駅下車徒歩約5分）  

※セミナー代金は当日お支払下さい。領収書を発行致します。 

●下記項目ご記入の上、お申込み下さい● 

FAX ：06-6265-1520 / E-mail ：info@gpc-senba.jp 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
◆貴社名 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
1.お名前 

◆ご連絡先電話番号 
 

◆参加者様役職 

◆メールアドレス                              ＠ 

◆複数名でのお申込み 
2.お名前                          役職 

3.お名前                          役職 

●お問い合わせ先ｍ 
本セミナー事務局 GPC-Tax船場総合会計事務所 

担当：尾川・村上 TEL：0120-466-955 / FAX : 06-6265-1520 / メールアドレス： info@gpc-senba.jp  

【弁護士法人 飛翔法律事務所・GPC-Tax合同主催セミナー】 

◆お申込み 

■GPC-Tax本部会長 田中英司 http://gpc-senba.jp/ 

同志社大学工学部卒業、ダイハツ工業入社（生産技術部）、船井総合研究所入社（経営コンサルタント）、クリエイティブ・サポート設立（独立・経営コンサルタント）、 
ビービーネット設立（代表取締役就任）。ビービーネットを2000年3月27日に設立、2002年9月10日に大阪証券取引所ヘラクレス市場（旧・ナスダックジャパン）に上場。 
システム＆インベストメントのビジネスモデルを掲げて、総額100億円強のベンチャー企業投資を行う。2007年11月26日、代表取締役・取締役を辞任。 
在職中は、大阪商工会議所1号議員、同ベンチャー振興委員会副委員長、同情報通信部会副部会長、同中堅・中小企業委員会委員、同だいしょうベンチャークラブ代表幹事
＆幹事、桟ネット幹事＆協賛企業、大商EVEシステム審査委員、産業創造館IAG審査委員、関西を元気にする会理事（以上は2007年10月30日退任）2002年アントレプ
レナーオブジャパン・グロース部門セミファイナリスト、2007年第1回日中韓若手経済人コンテスト「優秀若手経済人賞」受賞、等々… 
現在（株）SP総研 代表取締役、顧問先、非常勤取締役多数、税理士支援業務・GPC-Tax事業スタート、GPC-Tax本部会長就任 

■弁護士法人 飛翔法律事務所 代表弁護士 五島洋 http://www.hisho-law.jp/ 

岡山大学法学部卒業、同志社大学大学院法学研究科博士前期課程修了。大学院在学中に司法試験に合格。 
平成10年弁護士登録し、弁護士法人飛翔法律事務所の代表弁護士。企業法務を専門分野としており、契約書のブラッシュアップによる予防法務、Ｍ＆Ａ、コンプライアンス、 
ＩＰＯを中心としたベンチャーサポート、知的財産関係、ＩＴビジネス、バイオ、企業再生関係等を専門分野とする。 
なお、同志社大学の産学連携組織である「特定非営利活動法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク」（理事長は同志社大学長）において副理事長として活動中。 
契約書関連の著作として、「実践契約書チェックマニュアル」「ビジネス契約書式１００例」（経済産業調査会）を事務所内共著として出版している。 
 

飛翔法律事務所 代表弁護士 五島洋 

GPC-Tax本部会長 田中英司 

◆講師略歴 

シリーズ7 

間接コストの極小化で高収益化を目指そう！ 

1. 売上を作らない管理部門の極小化が高収益化のポイント。 

2. 最高（ベスト）ではなく最善（ベター）の管理が管理部長のミッション。 

4. 力のある管理部門は、営業力を削ぎ、不要な管理業務を作り出す。 

◆第1講座：営業と経営 18時30分～19時30分 

3. 間接部門の5％ルールとは…不足分はアウトソーシングで対応。 

 
「 こんな管理部長が欲しかった！ 

間接部門のオーバースペックが会社をダメにする！ 

最高（ベスト）ではなく、最善（ベター）の管理が管理部長のミッション！」 

 
▶講師：GPC-Tax本部会長 

田中英司 
 

1. 人件費や原価を下げる前に、ますは賃料減額です。 

2. 固定経費の代表例である賃料は下がります。 

3. セルフチェックができる賃料減額の判断基準を説明します。  

4. 賃料減額請求の根拠から具体的フローまで一気に分かります。 

「固定経費圧縮！賃料減額の法的ノウハウ！」 

 

「人件費を下げれば従業員の士気が不安です。原価を下げれば商品の質が不安です。 

ならば、最初に下げるべきは 賃料 です！ 

 固定経費圧縮のスタートとして、賃料減額のノウハウ をこのセミナーで体得して下さい。」 

 
▶講師：弁護士法人 飛翔法律事務所 

代表弁護士 五島洋 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからのｱｸｾｽ→ 

5. 賃料減額・保証金一部返還の豊富な実例を解説します。 

◆第２講座：法律と経営 19時40分～20時40分 

5. 管理（経理・総務）責任者の心得7カ条！こんな管理部長が欲しかった。 


